
８月２５日、八王子中央支部は第47回

定期大会を盛大に開催しました。

本部より熊谷書記長と町田支部の服部

支部長が来賓として参加し挨拶と方針案

定期を行いました。

大会では、活動総括、決算報告、会計

監査報告、運動方針案が満場一致で承認

され、新執行部信任投票では新執行部全

員が満票で信任されました。

活動総括では、これだけ多くの職場集

会を開催した春闘は無かったとして、19

春闘を仲間と団結してかちとった事をた

たえて評価しました。具体的には、生涯

賃金制度に伴う賃上げ部分を7,600円毎年

均一にする要求は、会社が頑なに拒否し

てきたものの、背景を構えた深夜に及ぶ

交渉でかちとったこと。継続雇用者の賃

金は時給100円増、春闘前に要求を前進さ

せていた残業単価の計算式の分母を160.4

ｈから159.3hに改訂したことにより、賃

上げと別に毎月3,000円前後の収入増にな

ることを振り返り奮闘をたたえました。

成島新支部長は、「重い任務を任され

ることになり昨夜は１時間しか眠れなかっ

た。仲間の皆さんと運動を作り上げ精一

杯奮闘していく」と力強い挨拶がありま

した。

大会は成島新支部長の団結がんばろう

で成功裏に閉幕しました。
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支部長 吉澤 孝和

副支部長 西浦 俊太郎

書記長 桜澤 甲介

書記部長 大山 具保

教宣部長 田淵 恒彦

※今年は改選無し

委員長 細川 一廣 （再）

副委員長 小林 太 (再）

書記長 会笠 信夫 (再）
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１９１９年、ドイツは敗戦しワイマール共和国という体制になり、民主主義を取り入れたワイマー

ル憲法が出来ました。しかし、緊急時に国民の基本的人権（表現の自由など）を制限できる「国

家緊急権」の条項が定めらました。

これを悪用したのが、「ナチス・ドイツ」です。ナチスは世界大恐慌の時、１９３２年に経済

政策を唱え、議会第一党になりヒトラーが総理大臣に。その後選挙中に国会議事堂が放火されま

した。ナチスはこれを「共産党のテロ」と根拠もなく断定し、「国家緊急権」に基づいた大統領

令を発動させました。

その後、国会審議を経ずに行政府がすべての法律を制定できる「全権委任法」が成立しまし、

これにより国会は有名無実化。憲法に反する法律の制定すらも可能だったため、ヒトラーの独裁

政治が始まり、ナチス以外の政党が禁止されるばかりか、出版、言論、結社の自由を含む個人の

自由を奪い、さらには600万人以上のユダヤ人大虐殺が行われるなど、悲惨な政治が「緊急事態

条項」とういう法律によって作り出されました。

２０１６年７月、トルコのエルドアン大統領が、軍のクーデター未遂事件を理由に、緊急事態

宣言を発令。1年間で累計約５万人を逮捕。軍人、警察官、公務員、教員、自治体の首長(解任)

等、約１５万人をクビにしました。

逮捕者のなかには、政権批判をする野党の国会議員や支持者らも含まれます。その後、ナチス

と同様、言論の自由を停止、報道機関１３１社を閉鎖。政府への抗議活動を止めるため、インター

ネット上のTwitterやFacebook、YouTubeへのアクセスを遮断。ＥＵ加盟の際に廃止された死刑制

度の復活についても、前向きな発言を繰り返しています。

自民党が掲げた改憲４項目

①９条への自衛隊の明記

②緊急事態条項の創設

③参院選・合区解消

④教育の無償充実
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第九章 緊急事態

第98条（緊急事態の宣言）

１ 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等

による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法

律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法

律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発する

ことができる。

２ 緊急事態の宣言は、法律の定めるところにより、事前又は事後

に国会の承認を得なければならない。

３ 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったと

き、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事

態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法

律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除

しなければならない。また、百日を超えて緊急事態の宣言を継続し

ようとするときは、百日を超えるごとに、事前に国会の承認を得な

ければならない。

第99条（緊急事態の宣言の効果）

１ 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところによ

り、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる

ほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方

自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

２ 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところに

より、事後に国会の承認を得なければならない。

３ 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定める

ところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体及び

財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機

関の指示に従わなければならない。この場合においても、第十四条、

第十八条、第十九条、第二十一条その他の基本的人権に関する規定

は、最大限に尊重されなければならない。

４ 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めると

ころにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されない

ものとし、両議院の議員の任期及びその選挙期日の特例を設けるこ

とができる。

武力攻撃や地震など緊

急性が高い時と考えられ

ますが、「等」が入って

いることから、結局どん

なときも「緊急事態」と

宣言できます。

国会の承認が必要です

が、事後でもいいことに

なっています。

百日を超えるごとに

国会の承認となってい

ますが、政権与党が過

半数の議席があれば、

事実上無期限になりま

す。

閣議決定された政令が

法律になり、国会が形骸

化。国民主権はもとより

事実上憲法が停止される

ことになります。

財政上の支出も自由に

なり、内閣が独裁状態に。

国民の自由は奪われ、

内閣の指示に従わなくて

はなりません。基本的人

権は無視されることにな

ります。

いつまでも議員でいる

ことが出来て、半永久的

に政権を維持できること

になります。


